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韓国における
⻘少年保護について



1. 韓国のインターネット事情
ブロードバンドが⽇本より早く普及したアジ
ア⼀のインターネット⼤国
インターネットはPCからの利⽤が多い
携帯電話を購⼊する際に住⺠登録番号を申告
しなければならない（法令により、契約時に
は本⼈確認を⾏う義務）
⻘少年（19 歳未満）が加⼊者となる場合、
⾃動的に有害サイトにアクセスできないよう
に設定される
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2. インターネット内容等級サービス

放送通信審議委員会（KCSC）がインターネ
ット上のサイトをレイティングし、データベ
ースを作成・提供する（2001年より運⽤開
始）
サイト運営者の⾃⼰申告（⾃律等級表⽰）と、
認証機関によるレイティング（第三者等級表
⽰）がある
保護者の側で、ブロックするソフトウェア（
無料配付）を設置する必要がある



2-1. サービスの構成
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2-2. レイティングの基準
露出 性⾏為 暴⼒ ⾔語 その他

４等級 性器露出
性的犯罪、
あるいは露
⾻な性⾏為

残忍な殺
害

露⾻でみ
だらなス
ラング

１．⿇薬
使⽤や武
器使⽤を
勧める
ギャンブ
ル

２．飲酒、
喫煙を勧
める

３等級 全⾝露出 露⾻でない
性⾏為 殺害

激しい意
味のスラ
ング

２等級 部分露出 着⾐状態で
の性⾏為 傷害 荒いスラ

ング

１等級 露出的服
装 激しいキス 格闘

⽇常レベ
ルのスラ
ング

０等級 露出なし 性⾏為なし 暴⼒なし スラング
なし
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2-3. 年齢別の等級奨励基準

区分 露出 性⾏為 暴⼒ ⾔語

すべての年齢（⼩学⽣） 1等級 0等級 1等級 0等級

12歳以上（中学⽣） 2等級 2等級 2等級 1等級

15歳以上（⾼校⽣） 2等級 2等級 3等級 2等級

18歳以上（⼤⼈） 3等級 3等級 4等級 3等級
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3. グリーンｉネット2.0
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3-1. グリーンｉネット2.0とは

パソコン⽤のフィルタリング・ソフト
ウェアを無料配付
それぞれ異なる特徴をもつ14のソフト
ウェアが利⽤可能
ソフトウェア制作業者にはダウンロー
ド回数に応じて公費から⽀払い
利⽤時間を管理する機能も（ → ネット
依存対策）
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3-2. フィルタリングソフトの
認知度と設置状況

2009年 KCSC調査より
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3-3. グリーンｉキャンペーン
2009年4⽉から始まる保
護者を対象とした啓発キ
ャンペーン
2009年6⽉までに全国13
の地域で開催し、のべ5
千⼈が参加
「グリーンｉ保護者広報
委員」として全国で約6
千⼈の保護者

10



3-4. ダウンロード件数
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2010年



⽂献／資料
警察庁 バーチャル社会のもたらす弊害から⼦どもを守る研究会, 
2006 「韓国における未成年者の携帯電話利⽤に係る施策等」
http://www.npa.go.jp/safetylife/syonen29/8-siryou4.pdf
韓国放送通信審議委員会 グリーンｉネット
http://www.greeninet.or.kr/ （ハングルのみ）
韓国放送通信審議委員会 インターネット内容等級サービス
http://www.safenet.ne.kr/ （英語あり）
坂元章（研究代表者）2006「⻘少年団体におけるメディア・リ
テラシー教育の取組と家庭・学校・地域の連携－東アジアを中
⼼に（第2期）－報告書」
http://www.mext.go.jp/a_menu/sports/ikusei/06092616.
htm
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